
年
間
、
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。　

　

（

、

と
も
に
該
当
と
な
る
方
に

　

は
、

が
優
先
さ
れ
ま
す
。
）

　

 　

な
お
平
成
20
年
度
に
限
っ
て

は
、
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
期
間
は

保
険
料
を
徴
収
し
ま
せ
ん
。
ま
た
10

月
か
ら
３
月
ま
で
は
、
均
等
割
の
１

／
10
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。

５

保
険
料
の
納
め
方

・
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
受
給
さ
れ

　

 

て
い
る
方
は
、
保
険
料
は
原
則
と

し
て
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

（
特
別
徴
収
）

・
そ
れ
以
外
の
方
は
、
三
芳
町
か
ら
送

　

 

付
さ
れ
る
納
付
書
（
口
座
振
替
あ

り
）
に
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
普
通
徴
収
）

６

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
被
保
険
者

に
は
有
効
期
間
の
短
い
保
険
証
を
交
付

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
な
事
情
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
納
期
限
か
ら
１
年
以
上

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
被
保
険
者
に

は
、
保
険
証
を
返
し
て
い
た
だ
き
、
か

わ
り
に
「
資
格
証
明
書
」
を
交
付
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
資
格
証
明
書
を
使

っ
て
診
療
機
関
等
で
診
療
を
受
け
た
場

合
、
診
療
費
は
全
額
自
己
負
担
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

給
付
に
つ
い
て

１

受
け
ら
れ
る
主
な
給
付

 4月1日から、後期高齢者　　医療制度がはじまります
  「高齢者の医療の確保に関する法律（平成 18 年 6月成立）」の施行により、平成 20 年 4月

から新たに独立した医療制度がはじまり、対象者は 75歳以上の後期高齢者となります。

問い合わせ　高齢者支援課（内線183）

世帯構成による保険料計算例
（埼玉県後期高齢者医療広域連合作成）

世帯構成 公的年金収入等 軽減割合 均等割 所得割 合　計

単身
75歳

公的年金収入79万円 ７割 12,750 0 12,750

単身
75歳

公的年金収入180万円 ２割 34,020 21,490 55,510

単身
75歳

公的年金収入208万円 42,530 43,780 86,310

単身
75歳

公的年金収入450万円 42,530 215,710 258,240

単身
75歳

公的年金収入79万円＋営業所得30万円 ７割 12,750 0 12,750

単身
75歳

公的年金収入79万円＋営業所得50万円 ２割 34,020 13,530 47,550

単身
75歳

公的年金収入79万円＋営業所得390万円 42,530 284,170 326,700

夫77歳（世帯主）
妻75歳

夫：公的年金収入160万円
妻：公的年金収入100万円

７割 夫分 12,750 5,570 18,320

７割 妻分 12,750 0 12,750

夫77歳（世帯主）
妻75歳

夫：公的年金収入192万円
妻：公的年金収入79万円

５割 夫分 21,260 31,040 52,300

５割 妻分 21,260 0 21,260

夫77歳（世帯主）
妻75歳

夫：公的年金収入235万円
妻：公的年金収入79万円

２割 夫分 34,020 65,270 99,290

２割 妻分 34,020 0 34,020

夫77歳（世帯主）
妻75歳

夫：公的年金収入500万円
妻：公的年金収入79万円

夫分 42,530 249,540 292,070

妻分 42,530 0 42,530

夫77歳（世帯主）
妻75歳

夫：公的年金収入192万円＋不動産所得
　　60万円
妻：公的年金収入79万円

夫分 42,530 78,800 121,330

妻分 42,530 0 42,530

夫77歳
妻75歳

子48歳（世帯主）

夫：公的年金収入79万円
妻：公的年金収入79万円
子：営業所得100万円

２割 夫分 34,020 0 34,020

２割 妻分 34,020 0 34,020

夫77歳
妻75歳

子48歳（世帯主）

夫：公的年金収入79万円
妻：公的年金収入79万円
子：営業所得300万円

夫分 42,530 0 42,530

妻分 42,530 0 42,530

本人77歳
子48歳（世帯主）

本人：公的年金収入79万円
子：給与収入120万円

５割 21,260 0 21,260

本人77歳
子48歳（世帯主）

本人：公的年金収入79万円
子：給与収入200万円

42,530 0 42,530 

均等割額 42,530円　　所得割率 7.96％

保
険
料
に
つ
い
て

１

保
険
料

　

平
成
20
年
４
月
１
日
以
降
は
、
75
歳

以
上
の
方
及
び
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の

一
定
の
障
が
い
の
あ
る
方
で
申
請
し
て

広
域
連
合
か
ら
認
定
を
受
け
た
方
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と

な
り
、
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

２

保
険
料
の
計
算
・
徴
収

　

保
険
料
の
計
算
は
、
埼
玉
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
い
、
保
険
料

の
徴
収
は
、
三
芳
町
が
行
い
ま
す
。

３

保
険
料
の
計
算

・
保
険
料
は
、
被
保
険
者
お
一
人
ご
と

　

に
計
算
さ
れ
ま
す
。

・
保
険
料
の
内
訳
と
し
て
は
、
均
等
割

　

（
被
保
険
者
全
員
が
均
等
に
負
担
す

　

る
部
分
）
と
所
得
割
（
被
保
険
者
の

　

所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
部
分
）
に

　

わ
か
れ
ま
す
。

・
年
間
の
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
上
限

　

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
金
額
は

　

50
万
円
で
す
。

４

保
険
料
の
軽
減
措
置

所
得
の
低
い
方
は
、
保
険
料
の
う
ち

　

均
等
割
の
部
分
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

 

健
康
保
険
組
合
、
政
府
管
掌
健
康

保
険
、
共
済
組
合
の
被
扶
養
者
で
あ

っ
た
方
は
、
今
ま
で
保
険
料
を
負
担

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
た
観
点
か

ら
、
保
険
料
の
均
等
割
の
部
分
が
２

　

た
と
き
。
（
入
院
時
の
差
額
ベ
ッ
ド

　

料
・
人
間
ド
ッ
ク
・
健
康
診
断
等
）

・
被
保
険
者
が
自
己
の
故
意
の
犯
罪
が

　

原
因
で
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
。

・
被
保
険
者
が
、
け
ん
か
、
泥
酔
な
ど

　

が
原
因
で
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
。

・
被
保
険
者
が
、
監
獄
等
に
拘
禁
さ
れ

　

た
と
き
。
な
ど

４

第
三
者
行
為
の
届
出
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

が
、
交
通
事
故
等
他
人
か
ら
の
不
法
行

為
（
第
三
者
行
為
）
で
け
が
を
し
、
治

療
を
受
け
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
加

害
者
が
医
療
費
を
負
担
す
べ
き
も
の
で

す
が
、
届
出
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
で
も
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

財
源
構
成
に
つ
い
て

１

財
源
構
成
等

　

財
源
構
成
は
、
患
者
負
担
を
除
き
、

公
費
（
約
５
割
）
、
現
役
世
代
か
ら
の

支
援
（
約
４
割
）
の
ほ
か
、
高
齢
者
か

ら
の
保
険
料
（
１
割
）
で
構
成
さ
れ
ま

す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
病
気

や
け
が
の
治
療
を
受
け
た
と
き
、
入
院

し
た
と
き
の
食
事
代
、
コ
ル
セ
ッ
ト
な

ど
の
補
装
具
を
作
っ
た
と
き
、
訪
問
看

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
の
費
用
な

ど
、
現
行
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
の

給
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負

担
限
度
額
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き

は
、
超
え
た
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

入
院
中
の
食
事
に
か
か
る
費
用
の
う

ち
、
一
部
（
標
準
負
担
額
）
を
被
保
険

者
の
方
々
に
負
担
し
て
い
た
だ
き
、
残

り
を
入
院
時
食
事
（
生
活
）
療
養
費
と

し
て
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
負
担
し

ま
す
。
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

入
院
の
際
に
標
準
負
担
額
が
減
額
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
「
限
度
額
適
用

・ 

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
三
芳
町
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

２

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

　

１
年
間
に
払
っ
た
医
療
費
の
自
己

負
担
額
と
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

料
を
合
算
し
、
限
度
額
を
超
え
た
場
合

に
、
超
え
た
額
が
高
額
介
護
合
算
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

３

給
付
が
受
け
ら
れ
な
い
と
き

　

次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
や
、
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

・
保
険
診
療
以
外
の
医
療
行
為
を
受
け

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

※
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

は
、
３
月
下
旬
に
送
付
い
た

し
ま
す
。

広 報 み よ し（ ） （ ）広 報 み よ し


